
埼玉県知事記者会見 令和３年９月１７日 ①

令和３年９月定例会付議予定議案

招 集 日 令和３年９月２４日（金）

議 案 １４件
予算(３)、条例(１)、工事契約の締結(１)、財産の取得(５)

訴えの提起(１)、基本的な計画の策定等（１）、事件議決（２）

報 告 １７件
専決処分報告（１）、行政報告書（１）、内部統制評価報告書（１）

継続費精算報告（３）、公社等の経営状況報告（５） など

【主な内容】
・令和３年度埼玉県一般会計補正予算（第10号）
・埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する
条例
・埼玉県５か年計画の策定及び埼玉県防犯のまちづくり推進計画等の変更
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一般会計補正予算（第１０号）

一般会計 歳入歳出予算 1,271億6,885万円

（補正後累計 2兆5,711億5,964万3千円）

主な内容

〇県内経済活動の回復とウィズコロナ・ポストコロナ社会への対応

〇今後の感染状況の変化も踏まえた医療提供体制等の確保・強化
1,219億8,623万7千円

7,091万2千円

▸県民相談窓口体制 ▸検査・医療提供体制▸保健所の感染者ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ体制

▸自宅・宿泊療養体制 ▸ワクチン接種の副反応等の専門相談窓口体制

▸ＤＸ推進支援ネットワークを通じたデジタル導入企業の支援

▸事業再構築支援センター（仮称）の設置による中小企業の支援など

繰越明許費 61億8,253万7千円

〇公共事業等の追加 51億1,170万1千円



今後の感染状況の変化も踏まえた医療提供体制等の確保・強化
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１，２１９億８，６２３万７千円

◆検査・医療提供体制の確保 1,020億9,853万5千円

・ＰＣＲ検査の実施
・休止病床手当や入院患者受入協力金など医療機関向けの助成
・入院調整本部における入院調整の実施
・クラスター対策の実施 など

◆県民相談の実施 6億137万8千円

・県民サポートセンター、受診・相談センターの運営
・新型コロナ対策パーソナルサポートの運営

◆自宅・宿泊療養体制の整備 172億1,925万9千円

・宿泊・自宅療養者支援センターの強化・運営
・軽症者等のための宿泊療養施設の確保・運営

◆感染者フォローアップ体制の整備 17億8,857万8千円

・各保健所への民間派遣看護師の配置
・疫学調査等業務要員の配置

◆ワクチン接種後の副反応等の対応 2億7,848万7千円

・専門相談窓口の運営

●３月末までの医療提供体制等を確保

●新規陽性者数を600 人/ 日( 平均) で想定
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今後の感染状況の変化も踏まえた医療提供体制等の強化のポイント
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○入院調整本部の機能強化

◆ 検査・医療提供体制
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○保健所の相談対応・健康観察業務の強化

◆感染者フォローアップ体制
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○自宅療養者支援体制の強化

◆自宅・宿泊療養体制

支援センター

（1社による運営）
・健康観察
・協力医療機関に依頼

業務ひっ迫
支援センター
（複数事業者による運営）
・健康観察

調整窓口
・協力医療機関に依頼

役割を分担し
人員を増強

強化後

＜無症状・症状の軽い方＞

＜基礎疾患がある方など＞



ＤＸ推進支援ネットワークを通じたデジタル導入企業の支援
９７１万１千円
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１ 支援ネットワークの構築
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現行５か年計画が
本年度で終了

希望・活躍・うるおい
の埼玉

（平成29～令和３年度）

日本一暮らしやすい埼玉へ （令和４～８年度）

３つの将来像 2040年を見据えて

安心・安全の追究
Resilience（レジリエンス）

誰もが輝く社会
Empowerment（エンパワーメント）

持続可能な成長
Sustainability（サステナビリティ）

分野別施策
５４施策と９９指標
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域
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１２の針路

時代の潮流

埼玉県５か年計画の策定
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埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例
【令和３年１０月１日施行】

○ 利用者の義務（第５条）
立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければ
ならない。

○ 管理者の義務（第６条）
利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを

利用すべきことを周知しなければならない。

県民の皆様へ

エスカレーター管理者
の皆様へ
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広報媒体を活用した啓発

街頭キャンペーン

管理者への支援

彩の国だより１０月号、 テレビ・ラジオＣＭ
Ｎｅｗ Ｄａｙｓ ビジョン、 スポーツ施設の大型ビジョン

９月２７日、１０月４日・５日 ８：００～８：３０
浦和駅、川口駅など県内の１１主要駅
県、地元市、鉄道事業者等が参加

ポスター
ＰＲシール 県が作成、管理者へ提供
アナウンス音声データ


